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特別養護老人ホームあさひが丘（施設入所）料金体系 

 

○介護保険サービス料金：自己負担分（１割、２割又は３割で介護度により異なりま

す。） 

 ※料金表参照 

  

○食費：１日 １,５２０円  

（内訳：朝食４２０円 昼食５５０円 夕食５５０円） 

 

○居住費：料金表を参照 

 ※入院・外泊中におきましても、居住費はいただきます。 

短期入所生活介護の空床利用に使用した場合にはいただきません。（要 同意書） 

 

○加算：初期加算 １日 ３０単位 

（入所後及び長期の入院で退院後３０日以内に限り加算） 

外泊時費用 １日 ２４６単位 

（入院時及び外泊時に６日間を限度に加算。月またぎで最大１２日間） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護報酬総単位数×１１．３％ 

    日常生活継続支援加算 １日３６単位 看護体制加算（Ⅰ）１日１２単位 

    その他・・・口腔機能維持加算、看取り介護加算、夜勤職員配置加算 

サービス提供体制強化加算など、その他サービス体制が整った場合には加算

が適用されます。 

 

○高額介護サービス費について 

特養あさひが丘の高額介護サービス費については償還払いです。 

ご家族が市町村に申請することにより、差額分の払い戻しを受けることができます。 

 対象者 負担上限額 

（１） 生活保護受給者の方（個人） １５,０００円 

（２） 

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得と公的

年金収入額の合計が年間８０万円以下の方 

（上段⇒世帯、下段⇒個人） 

２４,６００円 

１５,０００円 

（３） 世帯全員が市町村民税非課税の方（世帯） ２４,６００円 

（４） 世帯のどなたかが市町村民税課税の方（世帯） ４４,４００円 

（５） 現役並み所得者相当の方（世帯） ４４,４００円 

別表１ 
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○負担限度額について 

施設サービス利用時の食事及び居住費は自己負担となりますが、次の要件に該当す

る方は、負担段階に応じて減額となります。 

利用負担段階 対象者 

第１段階 

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村

民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている

方、生活保護受給者の方 

第２段階 

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村

民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額

と非課税年金収入額の合計が年間８０万円以下の方 

第３段階 
世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村

民税を課税されていない方で、上記第２段階以外の方 

第４段階 上記以外の方（一般の方）は、減額適用はありません 

 

 

基準費用額 

食費 

居住費 

多床室 個室 

１,５２０円（１,４４５円）  ９１５円  １，２３１円 

 

※高額介護サービス費及び負担限度額についての詳細は、美咲町役場にお問い合わせ

ください。 

 

※基準費用額は令和６年８月現在の金額です。 

介護保険法改正及び社会実情に合わせた物品等の値上がり等により、料金が変更に

なる場合があります。 

 当施設では、食費について、食材等の値上がりに基づき1,520円に設定しています。 

利用負担段階 食費 

居住費 

多床室 個室 

第１段階 ３００円 ０円 ３８０円 

第２段階 ３９０円 ４３０円 ４８０円 

第３段階(1) ６５０円 ４３０円 ８８０円 

第３段階(2) １,３６０円 ４３０円 ８８０円 
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○個室料金（１割負担基準・月額≒３０日） 

令和６年８月現在 

介護度 負担段階 
保険料 

１割負担額 
食費月額 居住費月額 合計 

 

要
介
護
１ 

 

第１段階 

17,460円 

9,000円 11,400円 37,860円 

第２段階 11,700円 14,400円 43,560円 

第３段階(1) 19,500円 26,400円 63,360円 

第３段階(2) 40,800円 26,400円 84,660円 

第４段階 45,600円 36,930円 99,990円 

 

要
介
護
２ 

 

第１段階 

19,530円 

9,000円 11,400円 39,930円 

第２段階 11,700円 14,400円 45,630円 

第３段階(1) 19,500円 26,400円 65,430円 

第３段階(2) 40,800円 26,400円 86,730円 

第４段階 45,600円 36,930円 102,060円 

 

要
介
護
３ 

 

第１段階 

21,660円 

9,000円 11,400円 42,060円 

第２段階 11,700円 14,400円 47,760円 

第３段階(1) 19,500円 26,400円 67,560円 

第３段階(2) 40,800円 26,400円 88,860円 

第４段階 45,600円 36,930円 104,190円 
 

要
介
護
４ 

 

第１段階 

23,760円 

9,000円 11,400円 44,160円 

第２段階 11,700円 14,400円 49,860円 

第３段階(1) 19,500円 26,400円 69,660円 

第３段階(2) 40,800円 26,400円 90,960円 

第４段階 45,600円 36,930円 106,290円 

 

要
介
護
５ 

 

第１段階 

25,800円 

9,000円 11,400円 46,200円 

第２段階 11,700円 14,400円 51,900円 

第３段階(1) 19,500円 26,400円 71,700円 

第３段階(2) 40,800円 26,400円 93,000円 

第４段階 45,600円 36,930円 108,330円 

 

※介護職員処遇改善加算及びその他加算料金が、負担額に上乗せされます。 

 

※特別個室料金（５部屋のみ）：居住費額に加えて、１５０円／日を頂きます。 
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○多床室料金（１割負担基準・月額≒３０日） 

令和６年８月現在 

介護度 負担段階 
保険料 

１割負担額 
食費月額 居住費月額 合計 

 

要
介
護
１ 

 

第１段階 

17,460円 

9,000円 0円 26,460円 

第２段階 11,700円 12,900円 42,060円 

第３段階(1) 19,500円 12,900円 49,860円 

第３段階(2) 40,800円 12,900円 71,160円 

第４段階 45,600円 27,450円 90,510円 

 

要
介
護
２ 

 

第１段階 

19,530円 

9,000円 0円 28,530円 

第２段階 11,700円 12,900円 44,130円 

第３段階(1) 19,500円 12,900円 51,930円 

第３段階(2) 40,800円 12,900円 73,230円 

第４段階 45,600円 27,450円 92,580円 

 

要
介
護
３ 

 

第１段階 

21,660円 

9,000円 0円 30,660円 

第２段階 11,700円 12,900円 46,260円 

第３段階(1) 19,500円 12,900円 54,060円 

第３段階(2) 40,800円 12,900円 88,110円 

第４段階 45,600円 27,450円 94,710円 
 

要
介
護
４ 

 
第１段階 

23,760円 

9,000円 0円 32,760円 

第２段階 11,700円 12,900円 48,360円 

第３段階(1) 19,500円 12,900円 56,160円 

第３段階(2) 40,800円 12,900円 77,460円 

第４段階 45,600円 27,450円 96,810円 

 

要
介
護
５ 

 

第１段階 

25,800円 

9,000円 0円 34,800円 

第２段階 11,700円 12,900円 50,400円 

第３段階(1) 19,500円 12,900円 58,200円 

第３段階(2) 40,800円 12,900円 79,500円 

第４段階 45,600円 27,450円 98,850円 
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※介護職員処遇改善加算及びその他加算料金が、負担額に上乗せされます。 

 

 

入居前の健康診断（診察） 

・健康診断（入居されると主治医が変更となります。） 

 かかりつけ医より、医療情報提供書（紹介状）をもらい、特養あ

さひが丘の主治医である亀乃甲診療所で診察を受けてください。

（ご家族による受診、受診の付き添いをお願いします。また、受診

する日を事前にご連絡ください。） 

 

入居時に必要な書類等 

・介護保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険負担割合証 

※以下、該当する場合 

・介護保険負担限度額認定証、後期高齢者医療負担限度額認定証 

（介護保険負担限度額認定証は、毎年申請が必要です。） 

・障害者手帳、心身障害者医療費受給資格証等 
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入居時に必要な生活用品等 

・季節ごとの服、下着類（３組ほど）、パジャマ（２組ほど）  

 夏物又は冬物等の衣替えは、ご家族へお願いしております。 

（縮みやすい服及びウール系の服等はご遠慮ください。） 

・タオル及びバスタオル（2 枚） 

・タオルケット（夏季）、毛布（冬期） 

・室内靴(2 足) 

・ご本人様が肌身離さず持たれている物（愛用品） 

・テレビ（必要な場合） 

※持ち物にはすべて名前を書いておいてください。 

※その他、必要なもの等がある場合には、都度連絡いたします。 

【入居カレンダー】 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

  
 

 
       

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

  
 

 
       

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 
３０ 

３１ 
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